
資

料

昭
和
二
十
三
年
七
月
|

|
九
月

一
、
は

し

が
き

日
本
銀
行
国
庫
局
調
「政
府
資
金
移
動
概
況
」
に
よ
っ
て
本
年
度
第
二
・
四
半
期
中
(
二
十
三
年

七
月
|
九
月
)
に
於
け
る
財
政
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
を
分
析
し
た
結
果
は
大
要
別
紙

第
一
表
昭
和
二
十
=
一年
度
第
二

・
四
半
期
中
政
府
資
金
対
民
間
収
支
分
析
表

の
通
り
で
あ
る
。
之
に
第

一・

四
半
期
分
を
加
え
た
木
年
度
上
半
期
中
(
二
十
三
年
四
月
l
九

月
)
に
於
け
る
財
政
収
支
の
総
指
を
、
参
考
迄
に
別
紙

第
二
表
昭
和
二
十
三
年
度
上
半
期
中
政
府
資
金
対
民
間
収
支
分
析
装

と
し
て
掲
げ
て
お
い
た
。

以
下
前
記
ニ
表
に
よ
っ
て
第
二

・
四
半
胤
中
に
於
け
る
財
政
収
支
の
状
況
に
つ
い
て
簡
単
な

説
明
を
試
み
る
。
な
お
分
析
方
法
は
従
来
と
変
り
な
い
。
(
第

一
表
〈
註
)
参
照
)

二
、
期
中
財
政
収
支
概
観

期
中
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
収
入
累
計
千
九
百
二
十
六
億
円
、
支
出
累
計
二
千
二

百
九
十
億
円
と
差
引
支
出
超
過
は
三
百
六
十
四
億
円
の
巨
額
に
上
っ
た
。
之
を
第

一
・
四
半
期

収
支
と
比
較
す
れ
ば
、
収
入
鉱
計
に
於
て
は
二
百
二
十
五
億
円
噌
と
な
る
が
、
支
出
累
計
の
噌

加
は
之
の
二
倍
の
凶
百
五
十
四
億
円
に
及
び
、
益
引
支
出
超
過
に
於
て
は
二
百
二
十
九
億
円
の

増
加
と
な
っ
て
い
る
u

こ
れ
に
よ
っ
て
先
ず
第
一
に
当
則
に
於
て
相
当
政
府
支
払
の
仲
長
を
み

た
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
が
、
そ
の
主
因
は
朋
初
(
七
月
四
日
)
木
年
度
木
予
算
が
成
立
し
た
こ
と

に
よ
る

一
般
的
な
支
払
促
進
、
放
に
麦
、
馬
鈴
悲
鋳
供
出
代
金
の
活
溌
な
支
払
等
に
あ
る
も
の

と
見
ら
れ
る
。

右
の
当
則
政
府
資
金
収
支
尻
か
ら

村
岡
の
金
融
活
動
に
基
く
郵
便
貯
金
収
支
及
其
運
用
等
の
知
念
部
資
令
・収
支
尻

白

紙
問
地
歳
入
に
あ
ら
ざ
る
公
務
公
債
代
り
金
収
入

同
日
本
銀
行
引
受
後
民
間
に
消
化
さ
れ
た
食
腕
組
証
券
、

間
償
選
制

・
を
除
い
た
も
の
は
、

大
賊
省
証
券
等
短
期
証
券
の
対
民

赤
字
予
算
(
普
通
歳
入
と
歳
出
と
の
差
額
山
ち
公
伯
借
入
金
予
算
)
に
ほ
ど

二
八

対
応
す
る
財
政
資
金
赤
字
を
示
す
で
あ
ら
う
(
註
)
。

(
註
)
こ
の
分
析
で
は
対
日
本
銀
行
収
支
は
除
い
て
あ
る
が
、
現
状
に
於
て
は
公
債
借
入
金

は
同
の
公
募
公
債
を
除
夕
、
殆
ど
全
部
日
本
銀
行
の
引
受
貸
上
(
対
日
本
銀
行
収
支
)
と
な

る
。
な
お
同
を
除
外
す
る
趣
旨
は
多
少
の
時
期
的
ず
れ
を
別
と
す
れ
ば
財
政
支
出
と
し

て
は
霊
被
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
の
財
政
資
金
赤
字
は
畑
中
左
の
、
通
り
凡
そ
三
百
三
十
二
億
円
と
注
る
。

一

一
政
府
資
金

一預
金
部
資
金
一
公
募
公
債
原
則
証
券
一
差
引
財
政

一

一

支
出
超
過

一収
支
付
超
過
一
代

り

金

一民
間
償
還
額
一
資
金
赤
字

一

一

寸

|
|
|
剖
羽
田
l
l
，
剖
訓
阿

|

|到
刑
剛
寸
|

|

|剖
別
川
寸
|
|
|
間
期
間
一

一

七

月

一
一

円

三

、

歪

三

実

七

八

八

二

回

、

宅
四
一
付
一
八
、
三六一

一

λ

月

一
一
円
七
、
九
九
O
一

付

ニ

O
九
九
六
九
八
一

側

、
一三
一
付
塁
、
主
λ

一

一
九

月

一
一
円
六
、
λ

宅一

一、八九
o

z-、去一
E

一一

ェ
、九人一回一一村九、
ニ人七一

一
第
二
・
四
半
田

一

一

一

一

一

一

計

一
付

妻
、z
一会
一

六
三
一
二
、
七
丈
一
付
歪
一
二
三

、回回
入

之
を
昨
年
度
第
一

・
四
半
畑
中
赤
字
二
百
十
億
円
に
比
す
れ
ば
五
八
%
の
増
加
と
な
り
、
更

に
木
年
度
第

一
・
間
半
期
の
mm字
十
四
磁
円
と
対
比
す
れ
ば
、
今
期
財
政
収
支
の
悲
化
は
顕
著

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
財
政
資
金
収
支
を
資
金
の
性
質
別
、
即
ち

付
消
費
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
|
|
消
費
資
金

口
事
業
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
|
|
事
業
資
金

問
出
資
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
|

|
山
資
資
金

の
三
つ
に
分
け
て
考
・
同
制
す
れ
ば
、
期
中
消
費
資
金
赤
字
百
五
十
問
億
円
、

四
億
円
、
出
資
資
金
百
四
・悩
円
、
計
三
百
三
十
二
億
円
と
な
る
。
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但
し
右
の
事
業
資
金
中
に
は
消
費
資
金
の
財
源
と
し
て
繰
入
れ
ら
れ
る
べ
き
専
売
局
益
金

〈二
百
十
四
億
円
)
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
之
を
消
費
資
金
に
算
入
し
て
再
計
算
す
れ
ば
、

付

実

質

的

消

費

資

金

五

、
九
六
八
百
万
円

口

実

質

的

事

業

資

金

付

二
日八、

七
五
三
手

伺

出

資

資

金

付

一
O
、
四
四
六
世

村

及

同

小

計
(

註

)

付

四

、

四

七

八

タ

計

ハ

円

一

三

ニ
、
一
一一
一一
一
手

と
な
り
、
今
期
三
百
億
円
を
越
え
る
巨
一
織
の
赤
字
は
、
主
と
し
て
専
売
周
益
金
を
除
ぐ
実
質
的

事
業
資
金
赤
字
に
依
つ
で
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
で
あ
ら
う
。
市
も
右
の
ハ
門
及
同
小
計
を

大
体
一
般
会
計
、
同
を
特
別
会
計
の
夫
々
現
金
収
支
尻
と
見
れ
ば
、
特
別
会
計
赤
字
が
圧
倒
的

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
註
〉

(
註
)
担
し
正
確
に
言
え
ば
こ
の
分
析
の
依
拠
す
る
資
料
は
振
替
収
支
を
除
い
て
あ
る
か

ら
、
こ
の
よ
う
に

一
般
会
計
、
特
別
会
計
の
両
者
に
区
別
す
る
と
と
は
副
主
鵬
ト
は
不
可

能
で
あ
る
。

な
お
消
費
資
金
支
出
中
に
算
入
し
た
公
共
事
業
費
と
出
資
資
金
と
を
合
せ
て
仮
に
之

を
「
投
資
資
金
」
と
し
て
一
括
す
れ
ば
、
期
中
投
資
資
金
支
出
は
一
六
、
九
六
九
百
万
円

と
な
り
実
質
的
消
費
資
金
の
黒
字
は

一
二
、
四
九
一
百
万
円
と
な
る
。

次
に
期
中
主
要
収
支
を
見
れ
ば
、
収
入
面
に
於
て
は
租
税
収
入
累
計
は
四
百
九
十
二
億
円
に

達
し
て
い
る
が
、
第

一
・
四
半
期
分
に
比
す
れ
ば
百
十
八
億
円
の
大
幅
減
少
と
な
る
(
尤
も
第

一・

四
半
期
税
収
中
に
は
巨
額
の
前
年
度
分
収
入
が
時
期
的
に
ず
れ
て
い
る
)
。
専
売
局
益
金

は
期
中
二
百
十
四
億
円
と
前
期
に
比
し
僅
か
な
が
ら
増
加
し
て
い
る
が
(八
億
円
増
)
、
煙
草
値

上
、
自
由
販
売
煙
草
の
大
量
放
出
に
も
拘
ら
ず
実
績
は
必
ず
し
も
好
成
績
と
は
い
え
な
い
よ
う

で
あ
る
。
食
糧
管
理
会
計
収
支
尻
は
黒
字
三
十
二
億
円
と
な
っ
た
が
、
前
期
に
比
す
れ
ば
七
十

七
億
円
の
長
字
減
と
な
る
。

一
方
支
出
聞
に
於
て
は
先
ず
終
戦
処
蹄
一
費
が
消
費
資
金
中
最
大
の

支
出
項
目
た
る
こ
と
に
は
変
り
な
い
が
、
前
期
に
比
す
れ
ば
多
少
減
少
を
見
せ
て
い
る
。
伺
し

布
に
つ
い
て
は
政
府
支
払
遅
延
の
問
題
が
考
臆
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
他
鉄
道
会
計
赤
字
百

五
十
億
円
、
価
格
調
整
賀
百
三
十
億
円
、
地
方
配
付
税
配
付
金
百
三
十
八
億
円
、
復
興
金
融
金

庫
出
資
百
億
円
、
貿
易
資
金
赤
字
八
十
九
億
円
、
等
は
何
れ
も
前
期
に
比
し
大
幅
の
噌
加
を
示

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
三
年
七
月
|
九
月

し
た
ハ
夫
々
四
十
三
億
円
、
五
十
三
億
円
、

貿
易
資
金
赤
字
の
激
増
は
注
目
さ
れ
る
。

四
十
入
億
円
、
二
十
億
円
、
七
十
億
円
増
〉
。
特
に

以
上
第
二

・
四
半
期
分
に
第

一
・
四
半
期
分
を
加
え
て
本
年
度
上
半
期
中
収
支
を
通
計
す
れ

ば
、
政
府
資
金
収
支
尻
は
凹
百
九
十
九
億
円
の
赤
字
で
あ
る
が
(昨
年
度
同
期
三
百
二
億
円
)、

予
算
に
対
応
す
る
財
政
資
金
赤
字
と
し
て
は
三
百
十
九
億
円
と
な
る
。
之
を
昨
年
度
同
期
の
財

政
資
金
赤
字
二
百
五
十
五
億
円
に
比
す
れ
ぽ
二
五
銘
噌
に
過
夕
、ず
、
而
も
本
年
度
分
赤
字
の
う

ち
八
十
三
億
円
は
公
募
公
債
に
よ
っ
て
お
り
〈
昨
年
度
同
期
は
十
億
円
〉
、
更
に
両
年
度
の
予
算

額
、
物
価
等
を
勘
案
す
れ
ば
・
本
年
度
上
半
期
中
財
政
資
金
赤
字
は
相
対
的
に
ほ
多
少
抑
制
さ
れ

た
と
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
但
し
右
は
巨
額
の
前
年
度
収
入
の
ず
れ
等
に
よ
っ
て
ほ
ど

収
支
均
衡
を
見
た
第
-
・
四
半
期
分
合
含
め
て
計
算
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
第
二

・
四
半
期
だ

け
を
と
っ
て
見
れ
ば
上
記
の
如
〈
木
年
度
第

一
・
四
半
期
に
比
較
す
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
前
年

度
同
期
に
比
し
て
も
そ
の
財
政
収
支
題
化
は
否
定
出
来
な
い
事
笑
で
あ
ら
う
。
而
も
こ
の
こ
と

は
木
予
算
成
立
に
よ
っ
て

一
般
的
に
支
払
促
進
を
見
た
に
も
拘
ら
ず
、
期
失
よ
り
巨
額
の
政
府

支
払
遅
延
が
政
治
問
題
化
し
た
こ
と
と
併
せ
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
概
観
に
つ

r
い
て
、
次
に
期
中
各
月
別
収
支
状
況
を

一
瞥
し
て
お
と
う。

=一
、
各
月
別
財
政
収
支

付

七

月

中

当
月
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
収
入
五
百
三
十
三
億
円
、
支
出
七
百
四
十
九
億
円
と

差
引
支
出
超
過
は
実
に
二
百
十
六
億
円
の
巨
・
額
に
上
り
前
月
支
出
超
過
七
十
三
億
円
の
三
倍
に

達
し
た
。
こ
れ
か
ら
短
期
証
券
対
民
間
償
還
額
四
十
六
億
円
並
に
預
金
部
資
金
収
入
超
過
八
億

円
、
公
募
公
債
代
り
金
九
億
円
を
除
い
た
予
備
が
に
対
応
す
る
財
政
資
金
収
支
と
し
て
も
百
八
十

六
億
円
の
支
出
超
過
と
な
る
。

右
の
如
〈
当
月
財
政
資
金
は
巨
額
の
支
出
超
過
を
示
し
た
が
、
そ
の
原
因
は
山
事
業
資
金
に

於
て
食
腕
管
理
会
計
が
麦
、

馬
鈴
薯
供
出
代
金
支
払
の
た
め
三
十
八
億
円
の
支
出
趨
過
に
転
じ

た
こ
と
(
前
月
は
収
入
超
過
凹
十
四
億
円
)
、
問
月
初
本
予
算
成
立
に
伴
い

}
一
般
的
に
支
払
伸
長

を
見
た
こ
と
、
即
ち
消
費
資
金
中
の
終
戦
処
理
費
、
地
方
配
付
税
配
付
金
六
十
三
億
円
(
従
来

の
地
方
分
与
税
分
与
金
〉
、事
業
資
金
中
の
鉄
道
会
計
支
出
超
過
五
十
八
億
円
等
は
前
月
に
比
し

大
幅
の
増
加
を
示
し
(
後
=
者
の
増
加
夫
々
十
五
億
円
、
十
七
億
円
)
、
又
出
資
資
金
に
於
て
は

}¥. 



復
興
金
融
金
庫
分
六
十
五
億
円
、
其
他
合
せ
六
十
九
億
円
余
の
出
資
が
行
わ
れ
た
と
と
、
間
一

方
消
費
資
金
中
租
税
収
入
は
百
二
十
七
億
円
、
事
業
資
金
中
専
売
局
益
金
は
七
十
一
億
円
と
前

月
比
夫
々
十
四
億
円
、
二
十
三
億
円
の
減
少
を
示
し
た
こ
と
等
に
よ
る
。

と
れ
に
よ
っ
て
当
月
支
出
超
過
百
八
十
六
億
円
の
資
金
別
内
訳
は
、
消
費
資
金
七
十

一
億

円
、
事
業
資
金
四
十
六
億
円
、
出
資
資
金
六
十
九
億
円
と
な
る
。

ロ

八

月

中

月
中
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
収
入
六
百
八
十
五
億
円
、
支
出
七
百
六
十
五
億
円
、

差
引
支
州
超
過
八
十
億
円
で
あ
る
が
、
予
算
に
対
応
す
る
財
政
資
金
収
支
尻
と
し
て
は
、
こ
れ

か
ら
短
期
証
券
償
還
額
四
十
二
惚
円
、
公
募
公
般
代
り
金
十
七
億
円
、
預
金
部
資
金
支
出
超
過

二
億
円
を
除
い
た
五
十
三
億
円
見
当
と
児
ら
れ
る
。
当
月
主
.mu収
支
の
内
択
を
見
れ
ば
、
消
貨

資
金
に
於
て
は
租
税
収
入
は
第
一
則
申
告
納
税
分
の
収
納
得
に
よ
り
、
二
百
六
億
円
と
前
月
比

七
十
九
億
円
の
大
幅
増
加
を
示
し
、
支
出
に
於
て
は
終
戦
処
迎
賞
、
地
方
配
付
税
配
付
金
凶
十

五
億
円
等
は
前
月
に
比
し
多
少
減
少
し
た
が
(
後
者
の
減
少
十
八
億
円
)
、
州
格
剖
盤
費
五
十
一

億
円
、
公
共
事
業
費
二
十
七
億
円
等
は
大
幅
に
増
加
し
(
夫
々
一
一
一
十
倍
、
十
.h億
円
増
)
、
結
局

消
資
資
金
支
出
増
加
は
二
十
七
億
円
に
止
っ
た
(
前
月
比
円
十
四
億
円
減
)
。
事
業
資
金
に
於
て

は
貿
易
資
金
勘
定
は
繊
維
及
鉱
工
品
貿
易
公
団
貸
付
金
、
外
国
通
貨
交
換
資
余
回
転
基
金
の
支

払
等
の
た
め
四
十
七
億
円
の
支
出
超
過
を
来
し
た
が
(
前
月
は
ほ
ど
収
支
均
衡
)
、
食
混
管
理
会

計
は
食
糧
の
消
費
者
側
絡
引
上
、
配
給
代
金
回
収
，則
前
に
よ
る
収
入
増
、
麦
、
馬
鈴
薯
の
供
出

最
盛
則
を
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
あ
支
出
減
に
よ
り
四
十
二
億
円
の
収
入
超
過
に
転
じ
(
前
月
は
支

出
超
過
三
十
八
億
円
)
、
其
他
鉄
道
会
計
支
出
超
過
減
、
専
売
益
金
増
あ
り
、
差
引
僅
か
な
が

ら
収
入
超
過
(
八
億
円
)
と
な
っ
た
。
出
資
資
金
に
於
て
は
復
興
〈
此
融
金
陣
に
対
し
て
一
一
一
十
四
億

円
の
出
資
払
込
が
行
わ
れ
た
。
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支

二
八
四

か
く
し
て
当
月
収
支
は
支
出
は
全
体
的
に
前
月
同
様
相
当
伸
長
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
収
入
は

租
税
収
入
の
著
増
、
食
糧
管
理
会
計
の
巨
額
の
黒
字
の
た
め
撤
増
し
、
差
引
支
出
超
過
は
前
月

の
vm以
下
に
止
っ
た
。

伺

ゴL

月

中

当
月
に
於
け
る
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
収
入
七
百
七
億
円
、
支
出
七
百
七
十
六
億

円
差
引
支
出
超
過
は
六
十
九
億
円
で
あ
っ
た
。
短
期
証
券
の
対
民
間
償
還
額
は
三
十
億
円
と

前
二
ヶ
月
に
比
し
多
少
減
少
し
た
が
、
公
募
公
債
は
近
米
に
な
い
好
成
績
で
あ
り
(
一
二
十
五
億

門
)
、
又
掛
金
部
資
金
も
相
当
以
前
字
を
示
し
た
か
ら
、
之
等
を
除
い
て
予
算
に
対
応
す
る
財
政

赤
字
を
算
出
す
れ
ば
九
十
三
億
円
見
当
に
遥
す
る
も
の
と
比
ら
れ
る
。

消
賀
氏
A
M
に
於
て
は
机
税
収
入
百
五
十
九
億
円
は
大
体
例
月
並
の
収
入
で
あ
る
が
、
那

一
川

申
此
門
納
税
分
の
収
納

一
段
落
の
た
め
対
前
月
比
阿
十
七
億
円
の
大
幅
減
少
を
示
し
た
。
又
支
出

で
は
地
方
配
付
税
配
付
金
二
十
九
億
円
、
終
戦
処
理
費
等
は
相
当
減
少
し
〈
前
者
の
減
少
十
六

指
円
〉
、
差
引
五
十
六
他
円
の
支
出
超
過
と
な
っ
た
(
前
月
比
二
十
八
徳
川
噌
)
。
な
お
終
戦
処

即
貨
の
減
少
は
地
近
に
お
け
る
政
府
支
払
遅
延
の
問
題
に
関
述
し
て
枚
目
さ
れ
る
。

事
業
資
金
に
於
て
は
専
売
益
金
五
十
九
億
円
は
自
由
販
売
煙
車
の
大
民
放
州
に
も
拘
ら
ず
、

克
行
は
下
級
品
に
集
中
し
て
収
入
は
さ
し
て
増
加
せ
ず
、
又
禁
煙
草
収
見
本
格
化
に
伴
う
支
出

増
の
た
め
前
月
比
二
十
四
位
円
の
減
少
を
示
し
た
。
そ
の
他
貿
易
資
金
勘
定
赤
字
は
前
月
比
六

億
円
の
減
少
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
四
十
一
億
円
の
巨
額
に
上
り
、
結
局
事
業
資
金
支
出
超
過

は
三
十
六
億
円
と
な
る
(
前
月
は
八
億
円
の
収
入
超
過
)
。

な
お
出
資
資
金
に
お
い
て
は
彼
興
金
融
金
陣
に
対
し
一
億
円
の
出
資
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
同
金
仰
出
資
は
予
抗
上
予
定
さ
れ
た
百
八
十
億
円
の
出
資
払
込
を
令
部
完
了
し
た
こ

と
と
な
る
。
(
前
田
)

(
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百
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〉
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第

二

表

-
、
本
茨
は
臼
木
銀
行
に
於
け
る
政
府
当
座
制
金
受
払
中
よ
り
、
対
日
本
銀
行
収
支
及
図
陣
内
部
の
仮
瀞
収
支
を
除
い
た
政
府
資
金
の
対
民
間
税
金
収
支
の
内
容
を
分
析
せ
る
も
の
で
あ
る
。

=
、
本
茨
は
日
本
銀
行
凶
昨
応
酬
「政
府
資
金
移
動
概
況
』
、
特
に
そ
の
中
の
「民
間
関
係
収
支
内
訳
」
に
依
っ
て
作
成
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
凡
そ
左
の
釦
き
推
定
乃
歪
mM作
を
加
え
た
。

川

本

爽
M

開
「
羽
金
剛
附
資
会
」
収
支
は
右
『
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
中
の
「
開
制
金
部
収
支
」
に
よ
ら
ず
、
河
じ
資
料
の
「
預
金
部
収
文
内
訳
」
よ
り
邸
従
貯
金
受
払
(
邸
便
貯
金
崎
減
尻
で
あ
る
が
、
実
際
の
増
減
と
は
荘
干
の
時
間
的
ず
れ
が
あ
る
V

と
其
他

対
民
間
収
支
〔
貸
付
金
、
保
管
金
、
供
託
金
等
〉
の
合
計
額
を
と
り
、
死
に
『
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
中
『
出
納
官
央
制
附
託
金
」
支
出
の
半
額
宇
品
川
使
用
交
鍛
抗
決
済
金
と
推
定
し
て
之
を
布
の
収
支
合
計
一被
双
方
に
加
え
て
算
出
し
た
。

ω
断
資
料
(「
民
間
附
係
収
支
内
訳
」〉
中
「
制
金
部
」、

「
出
納
官
臨
ん
刷
出椛
金
」
収
支
並
に
「
郵
使
対
泌
総
金
阿
託
金
払
出
」
の
=
一者
受
払
合
引
制
よ
り
、
前
記
引
の
預
金
部
資
金
収
支
を
淫
引
い
た
昨
日
舗
は
、
共
の
八

O
%を
本
市
山
仰
の
「
共
他
」
に
門
大

部
分
通
信
事
業
収
文
と
見
ら
れ
る
〉
、
二
O
M却
を
付
の
「
以
他
」
に
加
え
た
。

間
以
資
料
「
災
他
」
は
金
制
酬
を
本
由
民
付
の
「
其
他
』
に
算
入
し
た。

・尚
終
戦
処
理
党
支
出
は
使
立
付
の
「災
他
』
文
出
棚
に
合
算
し
て
あ
る
。

ω
未
遂
勘
定
筑
前
訟
は
日
本
銀
行
パ
ラ
ン
ユ
ジ

l
t
に
よ
り
、
本
支
応
政
府
勘
定
及
悶
陣
送
金
助
・足
(
後
者
は
図
印
刷
度
改
社
.矧
た
る
=
十
二
年
十
一
月
以
降
よ
り
V

を
併
せ
考
臨
し
た
。
但
し
二
十
三
年
六
月
よ
り
支
脂
団
雌
金
旬
報
付
特
制
が
突

施
さ
れ
た
か
ら
前
者
の
時
四
刊
は
玖
旬
等
に
よ
る
も
の
を
険
き
品
川
ど
総
筏
し
得
る
計
数
と
な
っ
た
。

ω
な
お
今
期
に
於
て
は
主
食
供
出
代
金
支
払
刀
法
改
正
に
よ
る
市
中
銀
行
段
の
主
要
企
総
資
入
資
金
は
食
総
管
理
会
計
支
出
櫛
に
合
算
し
た
〈
七
月
一

五

一
百
万
円
、
λ
月

一
一
関
百
万
円
、
九
月

一
五
五
百
万
円
三
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一九
一一五
七
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凸

O
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0
0

凶四六

一o
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凶
四
六
一
村
一
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盟
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雲
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一
付

一三
J
一冨一一一

一o
、穴()
一一

一一、回四八一

一
一、七
一人
一

一

き
て
き
ム
村
一
品
、一
夫一

一一
入
、
九
六
回
↑
付
表
、一
一穴ム

奈
一

一
村

一八、人九
八一
村
美
、
主
人
一

日
本
銀
行
国
庫
局
調
「
政
府
資
金
移
動
概
況
」
に
よ
っ
て
、
本
年
度
第
三

・
四
半
期
中
〈
昭
和

二
十
三
年
十
月
|
|
十
三
月
)
に
於
け
る
財
政
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
を
分
析
し
た
結
果
は

大
要
別
紙

昭
和
ご
十
三
年
度
第
三

・
四
半
期
中
政
府
資
金
対
民
間
収
支
分
析
表

の
通
り
で
あ
る
。
分
析
方
法
は
今
期
よ
り
取
引
高
税
印
紙
収
入
に
つ
い
て
統
計
上
の
操
作
を
加

え
た
外
、
従
来
と
変
り
な
い
〈
詳
細
は
別
表
註
参
照
)
。
以
下
主
と
し
て
本
表
に
よ
っ
て
、
期
中

盤
に
各
月
別
財
政
収
支
の
概
観
を
試
み
る
。

一
、
期
中
財
政
収
支
通
観

政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
(
政
府
当
座
狽
金
受
払
中
よ
り
、
対
日
木
銀
行
収
支
及
国
庫

内
部
の
振
替
収
支
を
除
い
た
も
の
〉
は
期
中
収
入
累
計
二
千
七
百
七
十
七
億
円
、
支
出
累
計
四

千
百
八
十
四
億
円
と
差
引
支
出
超
過
は
突
に
千
四
百
六
億
円
の
巨
額
に
上
っ
た
。
但
し
と
の
政

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
三
年
十
月
|
十
二
月

一一言一
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、
喜
一

三
、
六
O
四
一

へ一
一圭
一

エ九
、人
豆大
一

回一穴
一一、室
町一

六
、
人五
三
納

豆五
五
、
七七
ニ

ハ
門

府
資
金
収
支
中
に
は
、

-入
、(
)
0
0

四一品。

丈
、

望
。
一
付
一
入
、
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一

三六回
、
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一-一一、
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、
呉
O

一
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弓
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五
六
一

ニ
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一
一
死
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一
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一
一
H
丈
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8
ニ
村

山
=一
、
四九四
T
H
四九
、
八
七
一一

ヨ

交

一

一

一

け

四
三
、
八
六
二
一
付
宅
、安
ニ

己
一一、
室
z
一

七、主主一
九五車一

入
、
七
一ニ一

一一
三一歪一

一、
一六
回
一
例

二
O
、
一-O
一一

人=豆
八一重
一

ハ円

三八
、一
九回
一
付
ニ
豆
、福一

九、回
一二
一
付

一
、
六五五

古乏九九一

一三
、竺
三
村
岡
、
六
九
九

一回一
、室

一
付

き
、
言
。

三
主

一回一
、
会
三

ハ円

三、
穴
一

八三五

国
の
金
融
活
動
に
基
く
郵
便
貯
金
収
支
及
其
運
用
等
の
預
金
部
資
金
収
支

普
通
歳
入
に
あ
ら
ざ
る
公
器
公
債
代
り
金
収
入

{二)

日
本
銀
行
引
受
後
民
聞
に
消
化
さ
れ
た
食
糧
証
券
、
大
蔵
省
証
券
の
対
民
間
償
還
額

(司
を
含
ん
で
い
る
が
、
之
等
を
除
い
た
収
支
尻
は
、
予
算
上
の
赤
字
〈
普
通
競
入
と
歳
出
と
の
差

(
註
)

額
即
ち
公
債
借
入
金
予
算
〉
に
ほ
ど
対
応
す
る
財
政
資
金
赤
字
を
示
す
。

ζ

の
分
析
で
は
対
日
本
銀
行
収
支
を
除
い
て
あ
る
が
、
現
状
に
於
て
は
公
債
借
入
金

は
同
の
公
募
公
債
を
除
品
目、殆
ど
全
部
日
本
銀
行
の
引
受
貸
上
(
対
日
本
銀
行
収
支
)
と
な

る
。
な
お
同
の
短
期
証
券
対
民
間
償
、
選
額
を
除
外
す
る
趣
官
は
、
若
干
の
時
期
的
ず
れ

を
別
と
す
れ
ば
財
政
支
出
と
し
て
は
統
計
上
重
複
計
算
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
の
財
政
資
金
赤
字
は
、
左
の
通
り
十
月
二
百
一
億
円
、
十
一
月
四
百

三
十

八

億

円
、
十
二
月
六
百
三
十
七
億
円
、
第
二
一
・
四
半
期
計
千
二
百
七
十
六
億
円
と
な
り
、
之
を
昨
年

度
同
期
の
赤
字
(六
百
二
十
一
億
円
)
に
比
す
れ
ば
二

・
二
倍
に
相
当
す
る
。

二
八
七


